
毎年１回国家公務員倫理月間である１２月に、講師として弁護士を招いて、全管理職向けに倫理に関する講
演会を開催している。オンライン視聴や録画配信等により、管内全ての管理職に受講させている。
令和４年から開始しており、今年で４回目となる。令和４年度に管内で倫理規程違反となる事案が発生した
ため、職員の意識向上のために開始した。

国土交通省の地方支分部局として、中部地方における運輸・観光行政を実施している。
運送事業等の許認可、交通・観光関係の補助金事務、車検場における自動車検査関係業務や自動車登録業務
等を実施しており、利害関係者は幅広く存在する。

① 職場の概要（仕事の内容）

② 倫理保持に関連する取組の概要
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⚫ 車検場の窓口では広く一般の国民が申請者となるため、国家公務員への信頼を損なわないよう、厳格かつ
クリーンな対応を心掛けている。

⚫ 公共交通や物流、観光など、業界の民間企業や地方自治体と連携して課題解決に取り組むことが必要不可
欠なため、国家公務員倫理を守りながらも、積極的な意見交換等を実施しながら業務に取り組んでいる。

⚫ 職場改善ワークショップや職場改善ファシリテーター育成等を通じて、風通しがよく働きやすい職場づく
りに取り組んでいる。

⚫ 管理職の倫理意識の向上
⚫ 弁護士講師の経験に基づくケーススタディを踏まえた、規程に限らない広い倫理の理解
⚫ 過去の実例を踏まえた、倫理の重要性と解釈の深い理解

③ ②に記載した倫理保持に関連する取組の目的及び効果

④ 職場のＰＲ内容
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